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シルバー ピア住宅落選決定 に対する異議 申立てについて

総務部総務課

1 異 議 申立てに至る事実の概要

11  葛 飾 区長 (以下 「区長」 とい う。)は 、平成23年6月 1 0日か ら同月 17日までの期

間に半身者向けシルバー ピア住宅 5戸 の使用 申込みを受け付けた。

12 1  異議 申立人は、区長 に抹!し、 平成23年 6月 1 5日付 けで、 シルバー ピア住宅使用 中

込書 (以 下 「使用 申込書」 とい う。)に よ り、単身者向けのシルバー ピア住宅 の使

用 申込みを行 った。

13 1  葛飾区高齢者住宅入 ぼ者選考委員会 (以 下 「選考委員会」 とい う。 )カトr成 2 t l年

7月 2 5目に開催 され、使用 中込者の住宅 困窮度 について審査 された。

14 1  区長は、IFの審査結果 を もとに、住宅 困窮度の高い者 か ら順 に10名を使用 予定者

と して登録 し/、異議 中立 人に対 しては、 平成23年8月 4 H付 けで シルバー ピアf工宅

落選決定 (以下 r本件処分Jと いう31の 通知 を行 った↑

15  具 議 申立人は、平成23年8月 1 2日付けで区長 に異議 申立書を提出 !ンた0

2  共 議 申立てに対す る区長の考 え方

■ 本 件異議 中立ては、次 に掲 げ るとお り理 由がな く、棄却す るべ きであ ると考 える。

12 1  L X _長は、本件処分 に係 るシルバー ピア住宅の使用 中込みを受けイヽiけた ところ、単

身者向け募集住宅 5戸 に対 し10 0人の使用 中込者があった。 このため、葛飾区シルバ

ー ピア住宅条例第 5条 の規定 によ り、住宅 困窮度の高い者か らll Rに、使用予定!をを

決定す ることとなった。

|〕 使用 申込者の住宅 困窮度 について、使用 申込書の記載事項及び民生委員 による聞

取 り調査結果等を もとに選考委員会で審査 した ところ、異議 申立人の住宅 困窮度 は、

10 0点満点中 2点 とな り、使用 申込者 10 0人中8 8番目の順位 となった。

“1 区 長は、単身者 向け募集住宅 5戸 に対 し使用 予定者 と して lo人を登録す ることと

し、選考委員会の審査結果 を もとに、住宅 困窮度 の高い者か ら順 に登録者 の決定 を

行 った ところ、順位 が88番目であ った異議 中立人は登録者 か ら落選 とな った。 この

結果、区長 は、異議 中立人 が登録者 とな らなか った ことを理 由と して、本件処分の

通知 を行 った。


